
　働き方を問わず安心して働ける社会とするため、健康保険や厚生年金
などの社会保険が適用される範囲が拡大されています。その対象となる
企業の規模が令和４年10月から段階的に見直され、要件を満たすパート・
アルバイトの方が社会保険に加入するようになります。


